
令和４年３月８日
個人情報保護委員会事務局

令和３年改正個人情報保護法について



【現行】

令和３年改正個人情報保護法の全体像
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するととも

に、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人
情報保護委員会に一元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外では

なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
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【見直し後】

①

個人情報
の定義等

照合可能性 容易照合
可能性 容易照合可能性（個情法の定義に統一）

非識別加工情報 匿名加工
情報 匿名加工情報（個情法の名称に統一し、規律を明確化）

④
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各地方公共団体

団体により
異なる

規定なし
（一部団体を除く）

※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

③②
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必要最小限の独自の保護措置

○ 地方公共団体の現状

○ 共通ルール化後

＜改正の方向性＞

○ 「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な
全国的な共通ルールを法律で設定

○ 法律の的確な運用を確保するため、国がガイドラ
インを策定

○ その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自
の保護措置を許容
例）・「要配慮個人情報」として保護する独自の情報を追加

・保護のため、必要な場合に限り審議会等からの意見聴取
手続きを規定

＜地方公共団体の個人情報保護制度に求められるもの＞

１ 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」
の両立
※ いわゆる「２０００個問題」
①団体ごとの規定・運用の相違が、データ流通の支障となりうること
②条例がないなど、求められる保護水準を満たさない団体があること
等への問題提起がなされている

２ 個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略
への整合
例）・EUにおけるGDPR（一般データ保護規則）十分性認定

・G20大阪首脳宣言におけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）

D市 E市

共通ルールの設定※
共通ルールの設定により
国と異なる規定ぶりは解消

※医療・学術分野については、国の組織同様、民間規律を適用する。

地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の方向性）

例）・独自情報を追加
・国と異なる規定ぶり 例）審議会等からの意見聴取例）条例を制定していない 例）一部の規定がない

※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り方に関する調査審議に主な役割が移行。

意見聴取手続の
必要性を精査
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令和２年12月個人情報保護
制度の見直しに関するタスク
フォース「個人情報保護制度の
見直しに関する最終報告（概
要）」より抜粋
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○ 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、
・団体ごとの個人情報保護条例の規定・運用の相違がデータ流通の支障となりうる
・求められる保護水準を満たさない団体がある 等の指摘。（いわゆる「2000個問題」）

○ 独立した機関による監督等を求めるEUにおけるGDPR（一般データ保護規則）十分性認定など国際的な制度調和とG20大阪首脳宣言に
おけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）など我が国の成長戦略への整合の要請。

○ こうした課題に対応するため、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、
国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団体の的確な運用を確保。

地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の概要）

① 適用対象
・地方公共団体の機関及び地方独立行政法人を対象とし、国と
同じ規律を適用
・病院、診療所及び大学には、民間部門と同じ規律を適用
※④、⑤、⑥に係る部分は除く

② 定義の一元化
・個人情報の定義について、国・民間部門と同じ規律を適用
例：容易照合可能性、個人識別符号、要配慮個人情報 等

③ 個人情報の取扱い
・個人情報の取扱いについて、国と同じ規律を適用
例：保有の制限、安全確保措置、利用及び提供の制限 等

④ 個人情報ファイル簿の作成・公表
・個人情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律を適用
※個人情報ファイル簿の作成等を行う個人情報ファイルの範囲は国と同様
（1,000人以上等）とする
※引き続き、個人情報取扱事務登録簿を作成することも可能とする

⑤自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求
・開示等の請求権や要件、手続きは主要な部分を法律で規定

⑥ 匿名加工情報の提供制度の導入
・匿名加工情報の提供制度（定期的な提案募集）について、国と同じ規律
を適用
※ただし、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市について適用することとし、
他の地方公共団体は任意で提案募集を実施することを可能とする

⑦ 個人情報保護委員会と地方公共団体の関係
・個人情報保護委員会は、地方公共団体における個人情報の取扱い等に関
し、国の行政機関に対する監視に準じた措置を行う
・地方公共団体は、個人情報の取扱い等に関し、個人情報保護委員会に対
し、助言その他の必要な支援を求めることが可能
例：個人情報の提供を行う場合、匿名加工情報の作成を行う場合 等

⑧ 施行期日等
・施行期日は、地方公共団体において必要な準備に十分配慮して設定
・地方公共団体は、法律の施行に必要な条例を制定 例：手数料、処理期間等
・国は、制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体の準備等
について必要な助言(ガイドライン等)を行う
※地方公共団体が条例で定める独自の保護措置について
・特に必要な場合に限り、条例で、独自の保護措置を規定
・条例を定めたときは、その旨及びその内容を個人情報保護委員会に届出

趣旨

概要
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令和３年 令和４年 令和５年
夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春

政令・規則
（行政機関等向け）

民間部門
ガイドライン

（事業者向け）

公的部門
ガイドライン等

(行政機関等向け)
行政機関・

独立行政法人等
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面
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行
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方
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共
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の
機
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等
）

関係条例の議会上程・
関係規則の改正等

10.29

10.29

4.1

公
表

政令・規則
（地方関係）
意見公募

（1.28～2.28）

学術研究機関等
を含む

個人情報取扱事業者
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（
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政
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・
独
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政
法
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）
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布
②

地方公共団体の機関・
地方独立行政法人

地方公共団体の機関・
地方独立行政法人

公
表
①

（
国
等
）

公
表
②

（
地
方
）

行政機関・
独立行政法人等

全
体
像
の
提
示

1.7：ガイドライン
2.4：事務対応ガイド

ガイドライン案
（地方関係）
意見公募

（1.28～2.28）

（参考）令和３年改正個人情報保護法の想定スケジュール
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 公的部門の規律に関するガイドライン等
 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）
 個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）
 個人情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（行政機関等編）
※地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第21条第１号に掲げる業
務（試験研究等）を主たる目的とするもの又は同条第２号（大学等の設置及び管理）若しくは第３号
チ（病院事業の経営）に掲げる業務を目的とするもの、及び地方公共団体の機関であって病院若しくは診
療所又は大学の運営を行うものについては、法第60条、第75条から第123条まで、第124条第２項、
第127条及び第６章から第８章まで（第176条、第180条及び第181条を除く。）に関する部分に限る。

※これらの法人・業務については、公的部門の規律に関するガイドライン等に加えて、以下の民間部門の規律
に関するガイドライン等についても参照することが必要（法第32条から第39条まで及び第43条から第46条
までに関する部分を除く。）。
民間部門の規律に関するガイドライン等
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

• 通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編
及び認定個人情報保護団体編

 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン 」に関するＱ＆Ａ

※なお、委員会は、行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するため、上記のほか、資料
の公表や注意喚起などを臨時的・機動的に行っていく。

１．個人情報保護委員会によるガイドライン等



２．個人情報等の取扱い：保有に関する制限（改正法第61条①②）
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（個人情報の保有の制限等）

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六
十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、
かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
３ 略

個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-1＜改正案・１月28日公表＞

 行政機関等は、法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保
有することができる（法第61条第1項）。

 事務又は業務については、行政機関等が事実上行っているというだけではなく、法令上の根拠が必要であり、
行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に列挙されている事務又は業務の
ほか、「権限」を定める条文上で規定されている事務又は業務や、作用法上規定されている事務又は業務が含
まれる。地方公共団体においては、地方自治法第2条第2項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。

 なお、所掌事務又は業務の根拠となる法第61条第1項の「法令」には、条例が含まれるほか、規則等の地方公
共団体が法令に基づき定める法規が含まれる。

 また、同項の規定により、行政機関等は、個人情報の利用目的について、当該個人情報がどのような事務又
は業務の用に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定しなければならない。
この際、行政機関等の恣意的な判断により利用目的の特定の程度を弱めることは許容されず、具体的な利用
行為が当該利用目的の範囲内であるか否か、合理的かつ明確に判断することができるものでなければならな
い。

 さらに、同条第2項の規定により、行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情
報を保有してはならない。そのため、個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に
照らして必要最小限のものでなければならない。



２．個人情報等の取扱い：利用目的の変更（改正法第61条③）
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（個人情報の保有の制限等）
第六十一条 略
２ 略

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超え
て行ってはならない。

個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-2-1＜１月７日公表＞

 行政機関等が個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理
的に認められる範囲を超えてはならない（法第61条第3項）。

 当初の利用目的に照らして、変更後の利用目的を想定することが困難であるような場合には、「変更前の利用
目的と相当の関連性を有する」とは認められない。

 また、「合理的に認められる」とは、社会通念上妥当であると客観的に認識されるとの趣旨であり、行政機関等
の恣意的な判断による変更を認めるものではない。

個人情報保護法についての事務対応ガイド（行政機関等向け）4-2-1＜２月４日公表＞

（３）利用目的以外のための利用及び提供の制限との関係

 利用目的以外の目的のための利用及び提供が恒常的に行われる場合は、本項に基づく利用目的の変更に該
当し、臨時的に行われる場合は、法第69条第2項の規定に基づく利用目的以外の目的のための利用及び提供
に該当する。

 なお、利用目的以外の目的のための利用及び提供を恒常的に行うことを個人情報の取得前から予定している
場合は、そのような利用及び提供が可能となるように利用目的を設定しておく必要がある。



２．個人情報等の取扱い：利用目的の明示（改正法第62条）
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（利用目的の明示）

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に
掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-2-2 ＜１月７日公表＞

 行政機関等は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときに
は、次のいずれかに該当する場合を除き、本人が認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用
目的をあらかじめ明示しなければならない（法第62条）。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき（同条第1号）。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する
おそれがあるとき（同条第2号）。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法
人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき（同条第3号）。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき（同条第4号）。

 なお、行政機関等に対して個人情報をその内容に含む書面が一方的に送りつけられてきたような場合には、そ
もそも「あらかじめ」利用目的を明示することが不可能であり、そのような場合については、同条の規定の適用
を受けない。



２．個人情報等の取扱い：安全管理措置（改正法第66条）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-3-1 ＜１月７日公表＞

(1) 行政機関の長等の安全管理措置義務

 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」という。）の防止その他の保有個
人情報の安全管理のため、必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じなければならない（法第
66条第1項）。

 安全管理措置の内容としては、例えば、保有個人情報にアクセスする権限を有する職員の範囲や権限の内容
を業務に必要な最小限の範囲に限定する、あるいは保有個人情報が記録された媒体を保管する場所を定めた
上で施錠等を行うといった対応が考えられる。

 とりわけ、大量の保有個人情報を取り扱う行政機関等や、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして漏えい等
が生じた場合に本人の権利利益が侵害される危険が大きい行政機関等においては、本ガイドライン（5-3-1（安
全管理措置））その他委員会が示す資料等を参照の上、安全管理措置を確実に講じることが求められる。

 求められる安全管理措置の内容は、保有個人情報の漏えい等が生じた場合に本人が被る権利利益の侵害の
大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、保有個人情報の取扱状況（取り扱う保有個人情報の性質及
び量を含む。）、保有個人情報を記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容としな
ければならない。

 また、デジタル化が進むなか、安全管理措置を適切に講じるためには、サイバーセキュリティの確保も重要であ
る。サイバーセキュリティ対策を講ずるに当たっては、サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）第
26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情
報の性質等に照らして適正な水準を確保する必要がある。



２．個人情報等の取扱い：安全管理措置（改正法第66条）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-3-1 ＜１月７日公表＞（続き）

 個人情報の取扱いを委託する場合は、上記サイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考に委託先によ
るアクセスを認める情報及び情報システムの範囲を判断する基準や委託先の選定基準を整備するとともに、委
託先との契約において安全管理措置のために必要な条項（委託先における情報管理に関する条項、再委託先
の選定に関する条項、委託先に対する監査に関する条項等）を盛り込んだ上で、定期的な監査を行う等、委託
先に対して必要かつ適切な監督を行うことが考えられる。

 また、委託先が個人情報取扱事業者（法第16条第2項）に該当する場合には、委託先において、個人データに
関する安全管理措置を講ずべき義務（法第23条）も負うこととなるところ、行政機関の長等は、委託先に対する
必要かつ適切な監督の一環として、法に従った個人データの適切な取扱いが確保されるように、委託先に対し
て必要な助言や指導を行うことが考えられる。

 委託先に対して必要かつ適切な監督を行っていない場合で、委託先（再委託先を含む。）が個人情報について
不適切な取扱いを行ったときは、委託元である行政機関等による法違反と判断され、行政機関等に対して必要
な指導、助言、勧告等を行うことが考えられる。

（安全管理措置）

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必
要かつ適切な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
二 指定管理者（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。）

公の施設（同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。）の管理の業務
三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者 当該委託を受けた
業務



２．個人情報等の取扱い：従事者の義務（改正法第67条）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-3-2 ＜１月７日公表＞

 次の者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならない（法第67条）。

(1) 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員又は職員であった者

(2) 法第66条第2項各号に定める業務（5-3-1（2）（行政機関の長等の安全管理措置義務の準用）参照）に従事
している者又は従事していた者

(3) 行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第2条第2号に規定する派遣労働者をい
う。以下5-3-2（従事者の義務）及び8-1（5）（従事者の義務）において同じ。）又は従事していた派遣労働者

 「みだりに他人に知らせ」るとは、正当な理由がなく個人情報の内容を他人に知らせることをいう。また、「不当
な目的に利用」するとは、例えば、自己又は他人の私的利益のために個人情報の内容を利用する場合その他
正当性を欠く目的のために個人情報の内容を利用することをいう。

（従事者の義務）

第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事し
ている者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労働者を
いう。以下この章及び第百七十六条において同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。



２．個人情報等の取扱い：漏えい等の報告（改正法第68条①）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-4-1 ＜改正案・１月28日公表＞

 行政機関の長等は、保有個人情報について、漏えい等その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態で
あって、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定める次の事態が生じたときは、規則で定
めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない（法第68条第1項）。

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必
要な措置を講じたものを除く。以下（2）から（5）までにおいて同じ。）の漏えい等が発生し、又は発生したおそ
れがある事態（規則第43条第1号）

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発
生したおそれがある事態（同条第2号）

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあ
る事態（同条第3号）

(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態（同条
第4号）

(5) 条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態（地
方公共団体の機関又は地方独立行政法人が法第68条第1項の報告を行う場合であって、当該地方公共団
体の機関又は地方独立行政法人に適用される条例において条例要配慮個人情報について定められている
ときに限る。）（規則第43条第5号）



２．個人情報等の取扱い：漏えい等の報告（改正法第68条①）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-4-1 ＜改正案・１月28日公表＞（続き）

 漏えい等の具体例としては、例えば、保有個人情報を含む書類・電磁的記録等について、第三者に誤送付・誤
送信した場合、盗難や不正アクセス等に遭った場合、情報システムの設定ミス等によりインターネット上で閲覧
が可能な状態となっていた場合、紛失し、又は誤って廃棄した場合等が考えられる。

 なお、法第8条、第9条及び第11条にもあるとおり、行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保する必
要があることから、行政機関等は、法第68条第1項の規定に基づく報告の対象とならない場合であっても、国民
の不安を招きかねない事案（例えば、公表を行う漏えい等が発生したとき、個人情報保護に係る内部規程に対
する違反があったとき、委託先において個人情報の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったと
き等）については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに委員会へ情報提供を行うことが望
ましい。

（漏えい等の報告等）

第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって
個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員
会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

２ 略



２．個人情報等の取扱い：本人への通知（改正法第68条②）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-4-2 ＜改正案・１月28日公表＞（続き）

 行政機関の長等は、委員会への報告を要する事態が生じた場合には、規則で定めるところにより、本人に対し、
本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、事態の概要、保有個人情報の項目、原因、二次被害
又はそのおそれの有無及びその内容並びにその他参考となる事項を通知しなければならない（法第68条第2
項）。

 ただし、①本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措
置をとるとき、又は②当該保有個人情報に法第78条第1項各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれると
きは、通知を要しない。

 なお、法第68条第1項の規定に基づく報告の対象とならない場合であっても、国民の不安を招きかねない事案
として委員会へ情報提供を行った事案については、本人に対し、本人の権利利益を保護するために必要な範
囲において、事態の概要、保有個人情報の項目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容並びに
その他参考となる事項を通知することが望ましい。

（漏えい等の報告等）
第六十八条 略

２ 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じ
た旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
二 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。



２．個人情報等の取扱い：目的外利用・提供禁止（改正法第69条）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-5-1 ＜改正案・１月28日公表＞

 行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、
又は提供してはならない（法第69条第1項）。

 「法令に基づく場合」とは、法令に基づく情報の利用又は提供が義務付けられている場合のみならず、法令に
情報の利用又は提供の根拠規定がおかれている場合も含むと解されるが、他方で、具体的な情報の利用又は
提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個
人情報の取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。例えば、行政機関等の設置の根拠となる法令にお
いて「所掌事務」等を定める条文に事務又は業務が列挙されていることのみでは、そのために行う個人情報の
取扱いは、「法令に基づく場合」には当たらない。また、普通地方公共団体が「地域における事務」を担うことを
定めている地方自治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基
づいて行う個人情報の取扱いも、「法令に基づく場合」には当たらない。

 「法令」には、「法令」の委任に基づき定められた条例は含まれるが、それ以外の条例は含まれない。

 なお、法第69条第1項は、他の法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとす
るものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではない。

 実際に利用及び提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断しなければなら
ない。

（利用及び提供の制限）

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供
してはならない。

２～４ 略



２．個人情報等の取扱い：例外的な目的外利用等（改正法第69条）

16

個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-5-2 ＜改正案・１月28日公表＞

 行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を
利用し、及び提供することができる。ただし、これらに該当する場合であっても、本人又は第三者の権利利益を
不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用し、及び提供することができない（法第69条第2項）。

 同項第2号及び第3号の「事務又は業務」には、行政機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を
定める条文に列挙されている事務又は業務のほか、「権限」を定める条文上で規定されている事務又は業務や、
作用法上規定されている事務又は業務が含まれる。地方公共団体においては、地方自治法第2条第2項に規
定する「地域における事務」もこれに含まれる。

 また、事務又は業務の根拠となる「法令」には、条例が含まれるほか、規則等の地方公共団体が法令に基づき
定める法規が含まれる。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき（同項第1号）。

(2) 行政機関等が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合で
あって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき（同項第2号）。

(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合
において、提供を受ける者が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利
用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき（同項第3号）。

(4) （1）から（3）までに記載する場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を
提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提
供することについて特別の理由があるとき（同項第4号）。

 上記（2）及び（3）の「事務又は業務」については、5-1（保有に関する制限）を参照のこと。



２．個人情報等の取扱い：例外的な目的外利用等（改正法第69条）
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個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-5-2 ＜改正案・１月28日公表＞（続き）

 また、上記（2）及び（3）の「相当の理由があるとき」とは、行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく、
少なくとも、社会通念上、客観的にみて合理的な理由があることが求められる。

 相当の理由があるかどうかは、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘案して、行政機
関の長等が個別に判断することとなるが、例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が許容される
場合について規定した趣旨から、例外としてふさわしい理由であることが求められる。

 上記（4）の「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」には、本人の生命、身体又は財
産を保護するために必要がある場合や、本人に対する金銭の給付、栄典の授与等のために必要がある場合な
どが含まれ、例えば、緊急に輸血が必要な場合に本人の血液型を民間病院の医師に知らせる場合、災害や事
故に遭ったときにその旨を家族に知らせる場合等が考えられる。

 上記（4）の「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」とは、本来行政機関の長等
において厳格に管理すべき保有個人情報について、法第69条第2項第3号に規定する者（他の行政機関、独立
行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人）以外の者に例外として提供することが認められる
ためにふさわしい要件として、個人情報の性質、利用目的等に則して、「相当の理由」よりも更に厳格な理由が
必要であるとする趣旨である。

 具体的には、①行政機関等に提供する場合と同程度の公益性があること、②提供を受ける側が自ら当該保有
個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく困難であること、③提供を受ける側の事務が緊急を要す
ること、④当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが困難であ
ること等の、特別の理由が必要とされる。例えば、在留外国人の安否確認の必要性から、法務省が、安否確認
を実施する日本赤十字社に対して、法務省が保有する当該在留外国人の氏名等の情報を提供する場合等が
考えられる。



２．個人情報等の取扱い：例外的な目的外利用等（改正法第69条）

18

個人情報保護法ガイドライン（行政機関等編）5-5-2 ＜改正案・１月28日公表＞（続き）

 なお、他の法令の規定により保有個人情報の利用及び提供が制限されている場合、当該他の法令の規定が
適用されることとなり、法がこれに反して利用及び提供の権限を与えるものではない（同条第3項）。

 さらに、行政機関の長等は、行政機関等の内部における保有個人情報の利用について、個人の権利利益を保
護するため特に必要があると認めるときは、行政機関等の内部における利用目的以外の目的のための利用を
特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとされている（同条第4項）。

 なお、同条第2項各号の規定により第三者に提供された保有個人情報に関する措置については5-5-3（保有個
人情報の提供を受ける者に対する措置要求）を参照のこと。

（利用及び提供の制限）
第六十九条 略

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のため
に保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、
又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該
保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、
保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、
当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者
に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

４ 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的の
ための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
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 行政機関の長等は、利用目的のために又は法第69条第2項第3号及び第4号の規定により本人の同意に基づ
かずに第三者に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、
提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏え
いの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない（法第70
条）。

 「必要な制限」又は「必要な措置」としては、利用の目的又は方法の制限のほか、提供に係る保有個人情報の
取扱者の範囲の限定、第三者への再提供の制限又は禁止、消去や返却等利用後の取扱いの指定、提供に係
る保有個人情報の取扱状況に関する所要の報告の要求等が考えられる。

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供
する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利
用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要
な措置を講ずることを求めるものとする。
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